
景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日 

福
井
県
条
例
第
四
十
五
号
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 
（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋

外
広
告
物
（
以
下
「
広
告
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
い
、
も

つ
て
良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
も
し
く
は
風
致
を
維
持
し
、
ま
た
は
公
衆
に
対
す

る
危
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
禁
止
地
域
等
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
地
域
ま
た
は
場
所
（
以
下
「
禁
止
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
は
、
広
告
物
ま
た
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
（
以
下
「
広
告
物
等
」
と

い
う
。
）
を
表
示
し
、
ま
た
は
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
市
計
画
に
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
景
観
地
区

、
風
致
地
区
、
特
別
緑
地
保
全
地
区
ま
た
は
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
し

て
定
め
ら
れ
た
地
域
（
知
事
が
定
め
る
地
域
を
除
く
。
） 

二
～
十
四
（
略
） 

 

第
三
条
～
第
八
条
（
略
） 

 

（
禁
止
広
告
物
） 

第
九
条 

次
に
掲
げ
る
広
告
物
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
表
示
し
、
ま
た
は
設
置
し

て
は
な
ら
な
い
。 

一 

汚
染
し
、
も
し
く
は
退
色
し
、
ま
た
は
塗
料
等
が
は
く
離
し
た
広
告
物
等
で

、
著
し
く
良
好
な
景
観
ま
た
は
風
致
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の 

二 

破
損
し
、
ま
た
は
老
朽
し
た
広
告
物
等
で
、
著
し
く
良
好
な
景
観
も
し
く
は

風
致
を
損
な
い
、
ま
た
は
公
衆
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の 

 

三 

（
略
） 

四 

形
状
、
色
彩
、
意
匠
そ
の
他
表
示
の
方
法
が
著
し
く
良
好
な
景
観
ま
た
は
風

致
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
広
告
物
等 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋

外
広
告
物
（
以
下
「
広
告
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
い
、
も

つ
て
美
観
風
致
を
維
持
し
、
お
よ
び
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

（
禁
止
地
域
等
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
地
域
ま
た
は
場
所
（
以
下
「
禁
止
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
は
、
広
告
物
ま
た
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
（
以
下
「
広
告
物
等
」
と

い
う
。
）
を
表
示
し
、
ま
た
は
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
市
計
画
に
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
美
観
地
区

、
風
致
地
区
、
緑
地
保
全
地
区
ま
た
は
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
し
て
定

め
ら
れ
た
地
域
（
知
事
が
定
め
る
地
域
を
除
く
。
） 

 

二
～
十
四
（
略
） 

 

第
三
条
～
第
八
条
（
略
） 

 

（
禁
止
広
告
物
） 

第
九
条 

次
に
掲
げ
る
広
告
物
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
表
示
し
、
ま
た
は
設
置
し

て
は
な
ら
な
い
。 

一 

汚
染
し
、
も
し
く
は
退
色
し
、
ま
た
は
塗
料
等
が
は
く
離
し
た
広
告
物
等
で

、
著
し
く
美
観
風
致
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の 

二 
破
損
し
、
ま
た
は
老
朽
し
た
広
告
物
等
で
、
著
し
く
美
観
風
致
を
損
な
い
、

ま
た
は
公
衆
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の 

三 

（
略
） 

四 

形
状
、
色
彩
、
意
匠
そ
の
他
表
示
の
方
法
が
著
し
く
美
観
風
致
を
損
な
う
お

そ
れ
が
あ
る
広
告
物
等 

 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 
五 

（
略
） 

 

第
十
条
（
略
） 

 

（
許
可
等
の
期
間
等
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
ま
た
は
確
認
（
以
下
「
許
可

等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
等
の
期
間
を
定
め
る
ほ

か
、
良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
も
し
く
は
風
致
を
維
持
し
、
ま
た
は
公
衆
に
対
す

る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
３ 

（
略
） 

 

第
十
二
条
～
第
二
十
条
（
略
） 

 

（
違
反
に
対
す
る
措
置
） 

第
二
十
一
条 

知
事
は
、
第
九
条
ま
た
は
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
広
告
物
表

示
管
理
者
等
に
対
し
、
良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
も
し
く
は
風
致
を
維
持
し
、
ま

た
は
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

知
事
は
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
も
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違

反
し
、
ま
た
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
広
告
物
表
示
管
理

者
等
に
対
し
、
広
告
物
等
の
表
示
も
し
く
は
設
置
の
停
止
を
命
じ
、
ま
た
は
相
当

の
期
限
を
定
め
て
、
当
該
違
反
に
係
る
広
告
物
等
の
除
却
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

（
略
） 

 

 

五 

（
略
） 

 

第
十
条
（
略
） 

 

（
許
可
等
の
期
間
等
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
ま
た
は
確
認
（
以
下
「
許
可

等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
等
の
期
間
を
定
め
る
ほ

か
、
美
観
風
致
を
維
持
し
、
ま
た
は
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必

要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
３ 

（
略
） 

 

第
十
二
条
～
第
二
十
条
（
略
） 

 

（
除
却
命
令
等
） 

第
二
十
一
条 

知
事
は
、
第
九
条
ま
た
は
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
広
告
物
表

示
管
理
者
等
に
対
し
、
美
観
風
致
を
維
持
し
、
ま
た
は
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防

止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

知
事
は
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
も
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違

反
し
、
ま
た
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
広
告
物
表
示
管
理

者
等
に
対
し
、
広
告
物
等
の
除
却
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

（
略
） 

 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 
（
広
告
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
お
よ
び
公
示
方
法
） 

第
二
十
二
条 

法
第
八
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。 

一 

保
管
し
た
広
告
物
等
の
名
称
ま
た
は
種
類
お
よ
び
数
量 

二 

保
管
し
た
広
告
物
等
が
表
示
さ
れ
、
ま
た
は
設
置
さ
れ
て
い
た
場
所
お
よ
び

当
該
広
告
物
等
を
除
却
し
た
日
時 

三 

当
該
広
告
物
等
の
保
管
を
始
め
た
日
時
お
よ
び
保
管
の
場
所 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
広
告
物
等
を
返
還
す
る
た
め
必

要
と
認
め
ら
れ
る
事
項 

２ 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
間

（
法
第
八
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
広
告
物
に
あ
つ
て
は
、
七
日
間
）
規
則

で
定
め
る
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。 

二 

保
管
し
た
広
告
物
等
が
法
第
八
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
広
告
物
等
で

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前
号
に
規
定
す
る
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お

当
該
広
告
物
等
の
所
有
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
所
有
者
等
」
を
い

う
。
）
の
氏
名
お
よ
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
公
示
の

要
旨
を
県
報
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
ま
た
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
こ

と
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
管
し
た
広
告
物
等
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を

備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
広
告
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法
） 

第
二
十
三
条 

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
等
の
価
額
の
評
価
は
、
取

引
の
実
例
価
格
、
当
該
広
告
物
等
の
使
用
期
間
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該
広
告

物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事
情
を
勘
案
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

  



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 
（
保
管
し
た
広
告
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
二
十
四
条 

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
し
た
広
告
物
等
の
売
却
は
、

競
争
入
札
に
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
競
争
入
札
に
付
し
て

も
入
札
者
が
な
い
場
合
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
広
告
物
等
の
売
却
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
公
示
の
日
か
ら
売
却
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
） 

第
二
十
五
条 

法
第
八
条
第
三
項
第
一
号
の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
七
日
間
と
す

る
。 

 

２ 

法
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
間
と
す
る
。 

 

３ 

法
第
八
条
第
三
項
第
三
号
の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
二
週
間
と
す
る
。 

 

（
広
告
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
二
十
六
条 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
広
告
物
等
（
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。
）
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
は
、
規

則
で
定
め
る
。 

 

（
処
分
手
続
等
の
効
力
の
承
継
） 

第
二
十
七
条 

広
告
物
表
示
管
理
者
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

条
例
ま
た
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
よ
り
変
更
前
の
広
告
物
表
示

管
理
者
等
が
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
変
更
後
の
広
告
物
表
示
管
理
者
等
が

し
た
も
の
と
み
な
し
、
変
更
前
の
広
告
物
表
示
管
理
者
等
に
対
し
て
し
た
処
分
、

手
続
そ
の
他
の
行
為
は
変
更
後
の
広
告
物
表
示
管
理
者
等
に
対
し
て
し
た
も
の

と
み
な
す
。 

 

                    

（
処
分
手
続
等
の
効
力
の
承
継
） 

第
二
十
二
条 

広
告
物
表
示
管
理
者
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

条
例
ま
た
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
よ
り
変
更
前
の
広
告
物
表
示

管
理
者
等
が
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
変
更
後
の
広
告
物
表
示
管
理
者
等
が

し
た
も
の
と
み
な
し
、
変
更
前
の
広
告
物
表
示
管
理
者
等
に
対
し
て
し
た
処
分
、

手
続
そ
の
他
の
行
為
は
変
更
後
の
広
告
物
表
示
管
理
者
等
に
対
し
て
し
た
も
の

と
み
な
す
。 

 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 

 
（
屋
外
広
告
物
審
議
会
） 

第
二
十
八
条 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
福
井
県
屋
外
広
告
物
審

議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
二
条
も
し
く
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
も
し
く
は
範
囲
を
定
め
、
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
も
し
く
は
第
七
条
第
二
項
も
し
く
は

第
四
項
の
認
定
を
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
も
し
く
は
基
本
方
針
を
定
め
、

ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

第
五
条
第
四
項
、
第
八
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
も
し
く
は
第
六

号
、
同
条
第
四
項
各
号
、
同
条
第
五
項
も
し
く
は
第
十
条
に
規
定
す
る
規
則
で

定
め
る
基
準
を
定
め
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 

（
公
告
お
よ
び
公
表
） 

第
二
十
九
条 

知
事
は
、
第
二
条
も
し
く
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
も
し
く
は

範
囲
を
定
め
、
も
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
ま
た
は
こ

れ
ら
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
も
し
く
は
基
本
方
針
を

定
め
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
お
よ
び
基
本
方
針
の
内
容

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
七
条
第
二
項
も
し
く
は
第
四
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

お
よ
び
当
該
認
定
に
係
る
広
告
物
協
定
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
屋
外
広
告
業
の
届
出
） 

第
三
十
条 

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
屋
外
広
告
業
（
以
下
「
屋
外
広
告
業
」

と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三
（
略
） 

四 

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
会
修
了
者
等
の
氏
名
お
よ
び
所
属

す
る
営
業
所
名 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
屋
外
広
告
物
審
議
会
） 

第
二
十
三
条 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
福
井
県
屋
外
広
告
物
審

議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
二
条
も
し
く
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
も
し
く
は
範
囲
を
定
め
、
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
も
し
く
は
第
七
条
第
二
項
も
し
く
は

第
四
項
の
認
定
を
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
も
し
く
は
基
本
方
針
を
定
め
、

ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

第
五
条
第
四
項
、
第
八
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
も
し
く
は
第
六

号
、
同
条
第
四
項
各
号
、
同
条
第
五
項
も
し
く
は
第
十
条
に
規
定
す
る
規
則
で

定
め
る
基
準
を
定
め
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 

（
公
告
お
よ
び
公
表
） 

第
二
十
四
条 

知
事
は
、
第
二
条
も
し
く
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
も
し
く
は

範
囲
を
定
め
、
も
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
ま
た
は
こ

れ
ら
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
も
し
く
は
基
本
方
針
を

定
め
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
お
よ
び
基
本
方
針
の
内
容

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
七
条
第
二
項
も
し
く
は
第
四
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

お
よ
び
当
該
認
定
に
係
る
広
告
物
協
定
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
屋
外
広
告
業
の
届
出
） 

第
二
十
五
条 

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
屋
外
広
告
業
（
以
下
「
屋
外
広
告
業

」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三
（
略
） 

四 

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
会
修
了
者
等
の
氏
名
お
よ
び
所
属

す
る
営
業
所
名 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 
（
講
習
会
） 

第
三
十
一
条 

知
事
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
広
告
物
等
の
表
示
ま
た

は
設
置
に
関
し
必
要
な
知
識
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
講
習
会
（
以
下

「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
講
習
会
修
了
者
等
の
設
置
） 

第
三
十
二
条 

屋
外
広
告
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
ご
と
に
、
講
習
会
の
課
程
を
修
了

し
た
者
ま
た
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
講
習
会
修
了
者

等
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

他
の
都
道
府
県
ま
た
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
も
し
く
は
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
が
行
う
講
習
会
の
課
程
を
修
了

し
た
者 

二
～
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
屋
外
広
告
業
者
に
対
す
る
指
導
、
助
言
お
よ
び
勧
告
） 

第
三
十
三
条 

知
事
は
、
屋
外
広
告
業
者
に
対
し
、
良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
も
し

く
は
風
致
を
維
持
し
、
ま
た
は
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な

指
導
、
助
言
お
よ
び
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
手
数
料
） 

第
三
十
四
条 

講
習
会
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額
の
手

数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
三
十
五
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

 

（
講
習
会
） 

第
二
十
六
条 

知
事
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
広
告
物
等
の
表
示
ま
た

は
設
置
に
関
し
必
要
な
知
識
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
講
習
会
（
以
下

「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
講
習
会
修
了
者
等
の
設
置
） 

第
二
十
七
条 

屋
外
広
告
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
ご
と
に
、
講
習
会
の
課
程
を
修
了

し
た
者
ま
た
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
講
習
会
修
了
者

等
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
九
条
第
一
項
ま
た
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
他
の
都
道
府
県
ま
た

は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十

九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
も
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十

二
第
一
項
の
中
核
市
が
行
う
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者 

二
～
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
屋
外
広
告
業
者
に
対
す
る
指
導
、
助
言
お
よ
び
勧
告
） 

第
二
十
八
条 

知
事
は
、
屋
外
広
告
業
者
に
対
し
、
美
観
風
致
を
維
持
し
、
ま
た
は

公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
指
導
、
助
言
お
よ
び
勧
告
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
手
数
料
） 

第
二
十
九
条 

講
習
会
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
金
額
の
手

数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
（
略
） 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
三
十
条 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 
（
罰
則
） 

第
三
十
六
条 

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
者

は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

２ 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

３ 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
ま
た
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
者 

４ 

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
ま
た
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

（
両
罰
規
定
） 

第
三
十
七
条 

法
人
の
代
表
者
ま
た
は
法
人
も
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
の
業
務
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
を
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
に
対
し
、

前
条
の
刑
を
科
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
六
年
条
例
第 

 

号
） 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
（
美
観
地
区
を

景
観
地
区
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
越
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
三
十
四
条
関
係
） 

 

 
 

区
分 

 
 
 

金
額 

 

講
習
手
数
料 

三
、
五
〇
〇
円 

 

（
罰
則
） 

第
三
十
一
条 

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
者

は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

２ 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
二 

（
略
） 

三 

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

３ 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
ま
た
は
虚
偽
の
届
出
を

し
た
者 

４ 

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
ま
た
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

（
両
罰
規
定
） 

第
三
十
二
条 

法
人
の
代
表
者
ま
た
は
法
人
も
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
の
業
務
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
を
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
に
対
し
、

前
条
の
刑
を
科
す
る
。 

       
別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
二
十
九
条
関
係
） 

 

 
 

区
分 

 
 
 

金
額 

 

講
習
手
数
料 
三
、
五
〇
〇
円 



 


